
鏡石町地域公共交通等運行継続緊急支援金交付要綱 

(趣旨) 

第 1 条 鏡石町（以下「町」という。）が行う、燃料価格高騰の影響を受けている町内

の路線バス(乗合バス)・貸切バス・タクシー事業者、自動車運転代行業者及びトラッ

ク運送事業者（以下「地域公共交通等事業者」という。）の運行継続を支援するため

交付する町地域公共交通等運行継続緊急支援金（以下、「緊急支援金」という。）につ

いては、町補助金等の交付等に関する規則（昭和５０年町規則第３号。以下「規則」

という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付する。 

 

(定義) 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 地域公共交通等事業者 

路線バス(乗合バス)・貸切バス・タクシー事業者、自動車運転代行業者及びトラッ

ク運送事業者 

(２) 緊急支援金 

地域公共交通等事業者の運行継続を支援するため、町が地域公共交通等事業に対し

て支給する町地域公共交通等運行継続緊急支援金 

 

(緊急支援金の交付対象事業者) 

第３条 緊急支援金の交付対象事業者は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 路線(乗合)バス事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者 

道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第 4 条の許可を受けて、一般旅客自動車

運送事業を行い、町内に本社又は営業所がある事業者 

(２) 自動車運転代行業者 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第 2条 

第 2 項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、

町内に本社又は営業所がある事業者 

(３) トラック運送事業者 

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 4 条の許可を受けて一般貨物

自動車運送事業を行う事業者、同第 35 条の許可を受けて特定貨物自動車運送事

業を行う事業者、同第 36 条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業

者であり、それぞれ町内に本社又は営業所がある中小企業者・小規模企業者(資

本金 3 億円以下又は常時使用する従業員が 300 人以下の会社及び個人)  

 

(緊急支援金の交付対象事業者の要件) 

第４条 緊急支援金の交付対象要件は次の各号のすべてに該当するものとする。 



(１) 緊急支援金の交付申請時点で事業を継続している事業者  

(２) 次のいずれにも該当しない事業者 

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77

号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 

イ 暴力団員等(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった

日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。) 

ウ 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他こ

れらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事そ

の他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの 

エ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの 

オ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を

図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用

しているもの 

力 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団

の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの 

キ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの 

 

(交付対象車両) 

第５条 交付対象車両は、次に掲げる事項のうち(1)から(3)までのいずれか、及び(4)

並びに(5)に該当するものとする。 

(１) 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第 4 条の許可を受けて一般旅客自動車運

送事業(民間救急車両は除く)を行い、町内に本社又は営業所がある事業者が使

用する届出車両 

(２) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条

第 2 項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、

町内に本社又は営業所がある事業者が使用する届出車両 

(３) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 4 条の許可を受けて一般貨物

自動車運送事業を行う事業者、同第 35 条の許可を受けて特定貨物自動車運送事

業を行う事業者、同第 36 条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業

者であり、それぞれ町内に本社又は営業所がある中小企業者・小規模企業者(資

本金 3 億円以下又は常時使用する従業員が 300 人以下の会社及び個人)が使用す

る届出車両 

(４) 事業用自動車として国土交通省東北運輸局福島運輸支局長に届出がされてお

り、かつ、自動車検査証の使用の本拠が町内で登録されている、令和 7 年 3 月 1

日時点で使用している車両 

(５) 次のいずれかに該当する車両 



ア 路線バス(乗合バス)として使用される車両 

イ 貸切バスとして使用される車両 

ウ 乗用タクシー・ハイヤーとして使用される車両 

エ 自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両 

オ トラック運送事業として使用される車両(三輪の軽自動車及び二輪の自動車は

除く。) 

  

(緊急支援金の交付額) 

第６条 緊急支援金の交付額は次の各号に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。 

(１) 路線バス(乗合バス) 

前条(5)アに該当する車両の緊急支援金の額は、交付対象車両 1 台につき 10 万

円を乗じて得た額とする。 

ただし、乗車定員 11 人未満の車両の緊急支援金の額については、交付対象車

両 1 台につき 5 万円を乗じて得た額とする。 

(２) 貸切バス 

前条(5)イに該当する車両の緊急支援金の額は、交付対象車両 1 台につき 5 万

円を乗じて得た額とする。 

(３) 乗用タクシー・ハイヤー 

前条(5)ウに該当する車両の緊急支援金の額は、交付対象車両 1 台につき 2 万

5 千円を乗じて得た額とする。 

(４) 自動車運転代行 

前条(5)エに該当する車両の緊急支援金の額は、交付対象車両 1 台につき 1 万

円を乗じて得た額とする。 

(５) トラック 

前条(5)オに該当する車両の緊急支援金の額は、交付対象車両 1 台につき 1 万

円を乗じて得た額とする。 

 

(交付申請及び実績報告) 

第７条 交付対象事業者が支援金の交付を受けようとするときは、令和 7 年 4 月 30 日

(水)までに、以下の関係書類を添えて町に提出しなければならない。 

(１) 支援金交付申請書兼実績報告書(様式第 1-1-1 号～1—5-2 号のうち該当するも

の) 

(２) 誓約書(様式第 2 号) 

(３) 登録車両一覧表(様式第 3 号) 

(４) 申請時点で有効期間内である対象車両の自動車検査証の写し(電子車検証の場

合は、自動車検査証記録事項の写し) 



(５) 自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両について申請する場合は、

対象車両に係る運転代行保険の証書の写し 

(６) 債権者登録申請書 

(７) (6)に記載した振込口座が分かる通帳等の写し 

(８) その他、町長が必要と認める書類 

 

(交付決定及び額の確定) 

第８条 町は、前条の規定により支援金の交付申請があったときは、その内容を審査し、

緊急支援金の交付決定及び額の確定又は不交付決定を行い、交付申請を行った交付対

象事業者に対し通知するものとする。 

 

(緊急支援金の支払) 

第９条 町は、前条による緊急支援金の交付決定及び額の確定を行った場合は、交付対

象事業者に緊急支援金を支払うものとする。 

 

(交付決定の取消し) 

第１０条 町は、交付対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を

取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により緊急支援金の交付を受けたとき 

(２) 規則又はこの要綱に違反する行為があったとき 

(３) 緊急支援金の交付の目的に著しく反する行為があったとき 

 

(緊急支援金の返還) 

第１１条 緊急支援金の交付を受けた交付対象事業者は、前条の規定による取消しを受

けたときは、速やかに緊急支援金を返還しなければならない。 

 

(関係書類の保管) 

第１２条 交付対象事業者は、当該緊急支援金に関する関係書類(申請書に添付した書

類を含む。)を、緊急支援金の交付を受けた年度の翌年度から起算して 5 年間保管し

なければならない。 

 

(書類の提出) 

第１３条 この緊急支援金に関して町に提出する書類は 1 部とする。 

 

(立入検査等) 

第１４条 町は、緊急支援金の交付業務の適正を期するため、必要があるときは、緊急



支援金の交付を受けた者に対して報告させ、その事務所、事業所等に立ち入り、帳簿

書類その他の物件を検査、若しくは関係者に質問することができるものとする。 

 

(雑則) 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度別に定めるものとす

る。 

 

附則 

この要綱は、令和７年３月２４日から施行する。 

 


